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議 案 頁 数 

１１号 ２ 

 

守谷市行政不服審査会設置条例等の一部を改正する条例 

 （守谷市行政不服審査会設置条例の一部改正） 

第１条 守谷市行政不服審査会設置条例（平成２７年守谷市条例第３０号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条を次のように改める。 

（所掌事項） 

 第２条 審査会の所掌事項は，次のとおりとする。 

（１）法の規定による諮問に応じ審査請求について答申し，調査審議するこ

と。 

（２）守谷市情報公開条例（平成１０年守谷町条例第４号。以下「公開条例

」という。）第１３条第１項の規定による諮問に応じ審査請求について

調査審議すること。 

（３）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「保護

法」という。）第１０５条第３項の規定により読み替えて準用する同条

第１項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。 

（４）守谷市個人情報保護法施行条例（令和 年守谷市条例第 号。以下「

保護法施行条例」という。）第７条の規定による諮問に応じ調査審議す

ること。 

（５）守谷市議会個人情報の保護に関する条例（令和 年守谷市条例第 号

。以下「議会保護条例」という。）第４５条の規定による諮問に応じ審

査請求について調査審議すること。 

（６）議会保護条例第５０条の規定による諮問に応じ調査審議すること。 

第６条の見出し中「及び個人情報保護条例」を「並びに保護法及び議会保

護条例」に改め，同条第１項中「守谷市情報公開条例（平成１０年守谷町条

例第４号。以下この項において「公開条例」という。）」を「公開条例第１

３条第１項」に，「守谷市個人情報保護条例（平成１３年守谷町条例第３４

号。以下この項において「保護条例」という。）」を「保護法第１０５条第

３項の規定により読み替えて準用する同条第１項若しくは議会保護条例第４

５条」に，「及び保護条例第２条第２号」を「に規定する実施機関並びに保

護法施行条例第２条第２項」に改め，「規定する実施機関」の次に「及び議

会」を加え，「個人情報（保護条例第２条第１号に規定する個人情報」を「

保有個人情報（保護法第６０条第１項に規定する保有個人情報及び議会保護

条例第２条第４項に規定する保有個人情報」に，「個人情報の開示」を「保

有個人情報の開示」に改め，同条第３項中「個人情報」を「保有個人情報」

に改める。 

 （守谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正） 

第２条 守谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８

年守谷市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 



議 案 頁 数 

１１号 ３ 

 

  第１１条中「守谷市個人情報保護条例（平成１３年守谷町条例第３４号）

第３条及び第５条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号）第６６条第２項において準用する同条第１項」に改める。 

 （守谷市債権管理条例の一部改正） 

第３条 守谷市債権管理条例（令和２年守谷市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第６条第１項中「守谷市個人情報保護条例（平成１３年守谷町条例第３４

号）第２条第６号」を「守谷市個人情報保護法施行条例（令和 年守谷市条

例第 号）第２条第２項」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

  



議 案 頁 数 

１１号 ４ 

 

提案理由（議案第１１号） 

 

 提案の理由を申し上げます。 

本案は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」

により個人情報保護法が改正されたことにより、守谷市個人情報保護法施行条

例を制定するに伴い、関係条例を改正するものです。 

 よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。 



守谷市行政不服審査会設置条例新旧対照表（第１条関係） 

改  正 現  行 

（所掌事項） 

第２条 審査会の所掌事項は，次のとおりとする。 

（１）法の規定による諮問に応じ審査請求について答申

し，調査審議すること。 

（２）守谷市情報公開条例（平成１０年守谷町条例第４

号。以下「公開条例」という。）第１３条第１項の

規定による諮問に応じ審査請求について調査審議す

ること。 

（３）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「保護法」という。）第１０５条第３

項の規定により読み替えて準用する同条第１項の規

定による諮問に応じ審査請求について調査審議する

こと。 

（４）守谷市個人情報保護法施行条例（令和 年守谷市

条例第 号。以下「保護法施行条例」という。）第

７条の規定による諮問に応じ調査審議すること。 

（５）守谷市議会個人情報の保護に関する条例（令和 

年守谷市条例第 号。以下「議会保護条例」という

。）第４５条の規定による諮問に応じ審査請求につ

いて調査審議すること。 

（６）議会保護条例第５０条の規定による諮問に応じ調

査審議すること。 

（所掌事項） 

第２条 審査会は，法による審査請求に係る諮問に対

する答申，調査審議その他法令又は条例の規定によ

りその権限に属させられた事項を処理する。 

参
考
資
料
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（情報公開条例並びに保護法及び議会保護条例にお

ける審査会の調査権限） 

（情報公開条例及び個人情報保護条例        にお

ける審査会の調査権限） 

第６条 審査会は，公開条例第１３条第１項         

                                               

            又は保護法第１０５条第３項の規定に

より読み替えて準用する同条第１項若しくは議会保

護条例第４５条    の規定に基づく諮問についての

審査において必要があると認めるときは，実施機関

（公開条例第２条第２号に規定する実施機関並びに

保護法施行条例第２条第２項に規定する実施機関及

び議会をいう。以下同じ。）に対し，市政情報（公

開条例第２条第１号に規定する市政情報をいう。以

下同じ。）又は保有個人情報（保護法第６０条第１

項に規定する保有個人情報及び議会保護条例第２条

第４項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。

）の提示を求めることができる。この場合において

は，何人も，審査会に対し，その提示された市政情

報又は保有個人情報の開示を求めることができない

。 

第６条 審査会は，守谷市情報公開条例（平成１０年

守谷町条例第４号。以下この項において「公開条例

」という。）又は守谷市個人情報保護条例（平成１

３年守谷町条例第３４号。以下この項において「保

護条例」という。）の規定に基づく諮問についての

審査において必要があると認めるときは，実施機関

（公開条例第２条第２号及び保護条例第２条第２号 

                          に規定する実施機関   

      をいう。以下同じ。）に対し，市政情報（公

開条例第２条第１号に規定する市政情報をいう。以

下同じ。）又は個人情報（保護条例第２条第１号に

規定する個人情報                               

                            をいう。以下同じ。

）の提示を求めることができる。この場合において

は，何人も，審査会に対し，その提示された市政情

報又は個人情報の開示    を求めることができない

。 

２ （略） ２ （略） 

３ 審査会は，必要があると認めるときは，実施機関

に対し，市政情報又は保有個人情報の内容を審査会

の指定する方法により分類又は整理した資料を作成

し，審査会に提出するよう求めることができる。 

３ 審査会は，必要があると認めるときは，実施機関

に対し，市政情報又は個人情報    の内容を審査会

の指定する方法により分類又は整理した資料を作成

し，審査会に提出するよう求めることができる。 
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守谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

改  正 現  行 

（秘密保持義務） （秘密保持義務） 

第１１条 指定管理者及びその管理する公の施設の業

務に従事している者（以下この条において「従事者

」という。）は，個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）第６６条第２項において準

用する同条第１項の規定を遵守し個人情報が適切に

保護されるよう配慮するとともに，当該公の施設の

管理に関し知り得た秘密を他に漏らし，又は自己の

利益のために利用してはならない。指定管理者の指

定の期間が満了し，若しくは指定を取り消され，又

は従事者の職務を退いた後においても同様とする。 

第１１条 指定管理者及びその管理する公の施設の業

務に従事している者（以下この条において「従事者

」という。）は，守谷市個人情報保護条例（平成１

３年守谷町条例第３４号）第３条及び第５条       

                の規定を遵守し個人情報が適切に

保護されるよう配慮するとともに，当該公の施設の

管理に関し知り得た秘密を他に漏らし，又は自己の

利益のために利用してはならない。指定管理者の指

定の期間が満了し，若しくは指定を取り消され，又

は従事者の職務を退いた後においても同様とする。 
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守谷市債権管理条例新旧対照表（第３条関係） 

改  正 現  行 

（滞納者に関する情報） （滞納者に関する情報） 

第６条 市長は，履行期限までに履行されない市の債

権がある場合において，当該市の債権の管理に関す

る事務を効果的に行うために必要があると認めると

きは，当該事務の遂行に必要な限度で，当該債務者

に係る滞納の有無（滞納がある場合は，その滞納し

ている額を含む。）及び市長が行った措置又は処分

の情報その他必要な情報を実施機関（守谷市個人情

報保護法施行条例（令和 年守谷市条例第 号）第

２条第２項に規定する実施機関をいう。以下この条

において同じ。）の内部において利用し，又は規則

で定めるところにより他の実施機関に提供し，若し

くは他の実施機関から収集することができる。 

第６条 市長は，履行期限までに履行されない市の債

権がある場合において，当該市の債権の管理に関す

る事務を効果的に行うために必要があると認めると

きは，当該事務の遂行に必要な限度で，当該債務者

に係る滞納の有無（滞納がある場合は，その滞納し

ている額を含む。）及び市長が行った措置又は処分

の情報その他必要な情報を実施機関（守谷市個人情

報保護条例（平成１３年守谷町条例第３４号）第２

条第６号  に規定する実施機関をいう。以下この条

において同じ。）の内部において利用し，又は規則

で定めるところにより他の実施機関に提供し，若し

くは他の実施機関から収集することができる。 

２ （略） ２ （略） 
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